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平成 29年度丸亀市人事行政の運営等の状況について 

 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 58 条の２及び丸亀市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例（平成 17年丸亀市条例第 197 号）第 6条の規定に基づき、平成 29 年度の丸亀市の人事行政の

運営等の状況の概要を公表します。 

平成 30年 12月 

丸亀市長 梶 正治 

 

 Ⅰ 職員の任免及び職員数に関すること   

職員の任用は、受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行われます（地方公務員

法第 15 条）。また、この成績主義の原則に基づき、職員の採用は公開平等の競争試験あるいは選考

により実施しています。 

 

１ 職員の任免 

（１） 職員の任免状況（平成 29年度、単位：人） 

任用 退職 

採用 昇任 定年 勧奨 
自己都合 

その他 

71 人 113人 26 人 3 人 15 人 

  

（２）採用試験の実施状況（平成 29年度） 

種類 職  種 
教養

試験 

専門

試験 

適性

検査 

体力

測定 

実技

試験 

作文

試験 

口述

試験 

個別面

接試験 

大
学
卒
業
程
度 

行政事務（大学卒） 一次 一次 一次 
  

二次 二次 三次 

土木（大学卒） 一次 一次 一次   二次 二次 三次 

建築（大学卒） 一次 一次 一次   二次 二次 三次 

消防（大学卒） 一次  一次 一次  二次 二次 三次 

短
大
卒
業
程
度 

土木（短大卒） 一次 一次 一次   二次 二次  

建築（短大卒） 一次 一次 一次   二次 二次 三次 

保育士・幼稚園教諭 一次 一次 一次  二次 二次 二次 三次 

保育士・幼稚園教諭（経験者対象）   一次  二次 二次 二次 三次 

消防（救急救命士） 一次  一次 一次  二次 二次 三次 

高
校
卒
業
程
度 

行政事務（高校卒） 一次   一次     二次 二次 三次 

調理員 一次 一次 一次  二次 二次 二次 三次 

衛生清掃員 一次   一次 二次   二次 二次 三次 

ボ
ー
ト
レ
ー
ス 

事
業
局
採
用 

一般事務（社会人経験者） 一次  一次   一次  二次 

電気（大学卒） 一次 一次 一次   一次  二次 

（注） 29年度の採用試験の採用日は、30年 4月 1日である。 

「一次」とは一次試験において、「二次」とは二次試験において、「三次」とは三次試験にお

いて実施したことを表す。 
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（３）採用試験の実施状況（平成 29年度、単位：人）    

試験の種類 試験の名称 試験区分 申込者数 採用者数 

競争試験 

上級 
（大学卒程度） 

行政事務（大学卒） 78 9 

土木（大学卒） 7 1 

土木（大学卒 職務経験者） 0 0 

建築（大学卒） 4 0 

建築（大学卒 職務経験者） 0 0 

消防（大学卒） 10 2 

中級 
（短大卒程度） 

土木（短大卒） 5 0 

建築（短大卒） 1 0 

保育士・幼稚園教諭 34 11 

保育士・幼稚園教諭（経験者対象） 9 3 

消防（救急救命士） 6 2 

初級 
（高校卒程度） 

行政事務（高校卒） 16 0 

行政事務（身体障がい者） 0 0 

調理員 9 3 

衛生清掃員 11 1 

ボートレース 

事業局採用 

一般事務（社会人経験者） 8 1 

電気（大学卒） 1 1 
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２ 職員数 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在、単位：人） 

区 分  
 

 部 門 

職  員  数 対 前 年 
増 減 数 

主な増減理由 
平成28年 平成29年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一
般
行
政
部
門 

議 会 
総務企画 
税 務 
民 生 
衛 生 
労 働 
農林水産 
商 工 
土 木 

7 
135 
37 

228 
90 
0 
28 
17 
52 

7 
134 
35 

232 
93 
0 
28 
20 
53 

0 
△1 
△1 
4 
3 
0 
0 
3 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

計 594 602 8 
＜参考＞ 
 人口1,000人当たり職員数 5.31人 
（類似団体の1,000人当たり職員数 4.78人） 

 教育部門 130 133 3  

 消防部門 120 119 △1  

小  計 844 854 10 
＜参考＞ 
 人口1,000人当たり職員数 7.53人 
（類似団体の1,000人当たり職員数 6.56人） 

 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

 

水 道 
下 水 
モーターボート 
そ の 他 

33 
14 
44 
28 

33 
14 
45 
29 

0 
0 
1 
1 

 
 
 

 小  計 119 121 2  

合  計 963 975 12 
＜参考＞ 
 人口1,000人当たり職員数 8.59人 

（注） 職員数は一般職に属する職員数である。 

（２） 年齢別職員構成の状況（29年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  20    24   28   32    36    40    44   48    52    56    60 

歳   ～     ～    ～    ～      ～     ～    ～   ～      ～     ～    歳 

未  23    27    31   35    39    43   47    51    55    59    以 

満                                                                    上 

区分 
20 歳 

 
未満 

20 歳 
～ 

23 歳 

24 歳 
～ 

27 歳 

28 歳 
～ 

31 歳 

32 歳 
～ 

35 歳 

36 歳 
～ 

39 歳 

40 歳 
～ 

43 歳 

44 歳 
～ 

47 歳 

48 歳 
～ 

51 歳 

52 歳 
～ 

55 歳 

56 歳 
～ 

59 歳 

60 歳 
 

以上 
計 

職員数 
人 

3 

人 

55 

人 

101 

人 

99 

人 

68 

人 

65 

人 

131 

人 

138 

人 

94 

人 

82 

人 

105 

人 

34 

人 

975 

（注） 職員数は一般職に属する職員数である。 

0

4

8

12

16

構成比

5年前

の構成

比

破線は 5年前の構成比 



4/22 

（３）職員数の推移（単位：人・％） 

年 度  
 
部門別 

H24年 H25年  H26年 H27年 H28年 H29年 
過去５年間 

の増減数（率） 

一般行政 566 562 575 588 594 602 36(6.4％) 

教 育 131 129 130 131 130 133 2(1.5％) 

消 防 120 119 117 118 120 119 △1(△0.8％) 

普通会計計 817 810 822 837 844 854 37(4.5％) 

公営企業等会計計 118 117 114 115 119 121 3(2.5％) 

総合計 935 927 936 952 963 975 40(4.3％) 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

 

 Ⅱ 職員の人事評価に関すること   

人事評価とは、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行

するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であり、任命権

者は、職員の執務について定期的に人事評価を行い、その結果に応じた措置を講じなければなりま

せん（地方公務員法第 6条第 1項、第 23条の 2第 1項、第 23条の 3） 

 

（１）人事評価制度の概要        （平成 29 年 4月 1 日現在） 

評価の目的 
職員一人ひとりの能力や適性を活かし、伸ばすことによる多彩な人
材育成・確保や能力・実績に応じた処遇によるインセンティブの付
与など。 

評価の方法 

能力評価 
職員がその職務を遂行するに当たり、発揮し
た能力を把握した上で、能力評価表を用いて
勤務成績の評価を行う。 

業績評価 

被評価者が当該被評価者を評価する一次評
価者と面談を行い、業績評価における当該被
評価者が当該評価期間において果たすべき
役割（「業績目標」）を設定し、それを用いて
勤務成績の評価を行う。 

評価者 

 第一次評定者 第二次評定者 

部 長 等 副市長等 － 

課 長 等 部長等 － 

副 課 長 等 課長等 部長等 

一 般 職 副課長等 課長等 

対象職員 
職 種 全職種 

職 位 全職位 

（２）人事評価結果の活用 

   人事評価の結果は昇任・昇格や人事異動等の参考にしています。 
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 Ⅲ 職員の給与に関すること   

職員（技能労務職員及び企業職員を除く。）の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職

員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して条例で定められており、その内容はその

職務と責任に応ずるものでなければなりません（地方公務員法第 24条第 1項、第 2項、第 5項）。 

１ 総括 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

住民基本台帳人口 

(平成30年1月1日) 

歳 出 額 

        Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考)平成28年度

の人件費率 

平成 

29年度 

              人 

113,545 

      千円 

39,836,597 

    千円 

487,698 

    千円 

7,011,843 

      ％ 

17.6 

              ％ 

17.1 

 

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

職員数 

    

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費  

B/A 

 

 

 

 

（参考） 

平成28年度平均 

一 人 当 た り 給 与 費       

給  料 職員手当    期末･勤勉手当    計 Ｂ 

平成 

29年度 

   人 

854 

    千円 

3,061,654 

    千円 

544,754 

    千円 

1,209,260 

   千円 

4,815,668 

    千円 

5,639 

       千円 

5,683 

   （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は、平成 29年４月１日現在の人数である。 

３ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、 

職員数には当該職員を含んでいない。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較す

るため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行

政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純

平均したものである。 
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   ※平成 29 年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上

昇している場合、②３年連続で上昇している場合、③ 100 を超えている場合

について、その理由及び改善の見込み 

    ③平成 28年 4月 1日、総合的見直しを導入したが、現給保障措置を設けた為 

 

 

(4)  給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

① 給料表の見直し 

〔  実施   未実施 〕 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未

実施の場合には、その理由）） 

 

 

 

 

 

② 地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他の見直し内容 

 

 

 

 

 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

（理由） 

（給料表の改定実施時期）H28.4.1 

（内容）国の見直し内容を踏まえ平均 2％引下げ 

（支給割合）国基準 6％に対し、丸亀市において 6％を支給。 

（実施時期）平成 27年 4月 1日より実施。 

 

（参考） 

 平成 26年度 

の支給割合 

平成 27年度の支給割合 平成 28年度

の支給割合 

平成 29 年度

の支給割合 4月 1日時点 遡及改定後 

国基準による支給割合 3％ 4％ 5％ 6％ 6％ 

丸亀市の支給割合 3％ 3％ ― 6％ 6％ 

 

単身赴任手当、災害派遣手当を追加（平成 27年 4月 1日実施） 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 29 年 4 月１日現在） 

    ①一般行政職                                                                           

  

 

 

 

 

 

区 分 

 

平均年齢      

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

丸亀市 43.5歳 325,570円 386,849円 351,041円 

香川県 43.9歳 330,485円     408,546円 362,180円 

国 43.6歳 330,531円 ― 410,719円 

類似団体 42.4歳 319,082円 398,562円 357,718円 

②技能労務職                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 

 

平均年齢      

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

丸亀市 46.7歳 333,180円 377,546円 347,933円  

 

 

 

うち清掃職員 47.7歳 338,000円 399,255円 354,991円  

うち給食調理員 43.8歳 317,000円 343,388円 327,941円  

うち校務技師 46.9歳 343,400円 362,293円 356,779円  

香川県 53.1歳 322,474円 362,671円 340,485円  

国 50.6歳 286,833円 ― 328,360円  

類似団体 51.3歳 316,127円 353,829円 334,104円  

                                                                                          

    ③教育職                                                                                

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額                               

    

   

   

丸亀市 39.0歳 287,533円 331,573円 

香川県 43.7歳 364,734円    409,582円 

類似団体  38.9歳 296,859円     347,758円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成 29 年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給

の平均である。 

  ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態

調査において明らかにされているものである。 

      また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 
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 (2) 職員の初任給の状況（平成 29 年４月１日現在） 

区    分 丸 亀 市 香 川 県 国   

  

  

  

  

一般行政職 

 

大 学 卒 184,800  円 184,800  円 178,200  円 

高 校 卒 150,500  円 150,500  円 146,100  円 

技能労務職 高 校 卒 150,500  円 139,400  円 － 

教 育 職 大 学 卒 184,800  円 206,400  円 － 

 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 29 年４月１日現在） 

区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 

 

大 学 卒 249,014円 363,167円 390,322円 411,240円 

短 大 卒 － 347,400円 367,000円 374,600円 

高 校 卒 － 313,500円 365,280円 391,200円 

技能労務職 

 

短 大 卒 214,900円 － － － 

高 校 卒 209,650円 313,500円 361,600円 － 

中 学 卒 － － 347,400円 369,600円 

教 育 職 短 大 卒 219,600円 － 375,400円 － 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 29年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 
給料月額 

最高号給の 
給料月額 

 
 

 
 
 

 
 

                         

            
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

１級 主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職務 159人 16.3％ 142,600円 247,100円 

２級 副主任の職務又はこれに相当する職務 137人 14.0％ 192,700円 303,800円 

３級 主任の職務又はこれに相当する職務 155人 15.9％ 228,900円 349,600円 

４級 主査の職務又はこれに相当する職務 217人 22.3％ 262,000円 390,700円 

５級 

1 副課長の職務又はこれに相当する職務 

2 担当長の職務又はこれに相当する職務 

3 副主幹の職務又はこれに相当する職務 

204人 20.9％ 288,000円 399,400円 

６級 
1 課長の職務又はこれに相当する職務 

2 副課長の職務又はこれに相当する職務 
67人 6.9％ 318,500円 416,800円 

７級 
1 部長の職務又はこれに相当する職務 

2 課長の職務又はこれに相当する職務 
33人 3.4％ 362,300円 458,800円 

８級 部長の職務又はこれに相当する職務 2人 0.3％ 407,700円 480,200円 

  （注）１ 丸亀市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

       ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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(2) 昇給への人事評価への活用状況 
 

平成 29年 4月 2日から平成 30年 4月 1日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な区

分 

昇給実績があ

る区分 

昇給可能な区

分 

昇給実績があ

る区分 

上位、標準、下位の区分 ○  ○ 
 

上位、標準の区分   
  

標準、下位の区分   
  

標準の区分のみ（一律）  ○ 
 

○ 

ロ． 人事評価を活用していない   

   活用予定時期   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１級 16.3 １級 15.8 １級 12.5 

２級 14.0 ２級 13.9 
２級 7.6 

３級 15.9 ３級 15.9 
３級 22.3 

４級 22.3 ４級 22.2 
４級 21.6 

５級 20.9 ５級 21.9 ５級 26.5 

６級 6.9 ６級 6.5 ６級 6.9 
７級 3.4 ７級 3.6 ７級 2.1 ８級 0.3 ８級 0.2 ８級 0.5 
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４ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当 

  

 

 
  

 

 

  

 

 

丸 亀 市 香  川    県 国 

１人当たり平均支給額 

（平成29年度）  1,478千円 

１人当たり平均支給額 

（平成29年度）  1,733 千円 
－ 

（平成29年度支給割合） 
 期末手当      勤勉手当 
  2.60 月分     1.8月分 
 （ 1.45 )月分   ( 0.85 )月分 

（平成29年度支給割合） 
 期末手当      勤勉手当 
  2.60 月分    1.8月分 
  ( 1.45 )月分  ( 0.85 )月分 

（平成29年度支給割合） 
 期末手当      勤勉手当 
  2.60 月分     1.8月分 
 （ 1.45 )月分   ( 0.85 )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

 ○勤勉手当への人事評価の反映状況（一般行政職） 

平成 29年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している成績率 
支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○ 
 

○ 
 

上位、標準の成績率 
    

標準、下位の成績率 
    

標準の成績率のみ（一律） 
 

○ 
 

○ 

ロ． 人事評価を活用していない   

   活用予定時期   

 

 

 (2) 退職手当（平成 29 年４月１日現在）                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
  

丸 亀 市 国   

  
  
  
  
  
  
  
  

（支給率）      自己都合   勧奨・定年 
勤続 2 0年         20.445月分   25.55625月分 
勤続 2 5年         29.145月分    34.5825月分 
勤続 3 5年         41.325月分      49.59月分 
最 高 限 度 額   49.59月分      49.59月分 
その他の加算措置  
定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 
1人当たり平均支給額    18,295千円 

（支給率）    自己都合   応募認定・定年
勤続 2 0年       20.445月分  25.55625月分 
勤続 2 5年       29.145月分   34.5825月分 
勤続 3 5年       41.325月分      49.59月分 
最 高 限 度 額  49.59月分     49.59月分 
その他の加算措置  
定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 
                                       

 （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 28年度に退職した全職員（公営企業職員を含む）

に支給された平均額である。                                                         
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 (3) 地域手当              （平成 29 年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成29年度決算） － 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） － 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

高松市        6％            4人          6％ 

地域手当補正後のラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

100.3％ 

（100.3％） 

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と

地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス

指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基

準に基づく地域手当支給率）により算出。） 

 （注）支給対象職員が少数（4 人）であるため、個人情報保護の観点から支給実績及び一人当た

り平均支給額については公表しない。 

 

(4) 特殊勤務手当（平成 29 年４月１日現在） 

支給実績（平成29年度決算）                          39,697千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）                              94千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度）                              47.4％ 

手当の種類（手当数）               12 

手当の名称 
主な支給 
対象職員 

主な支給 
対象業務 

支給実績 
29年度決算 

左記職員に対 

する支給単価 

１福祉業務手当 

(1)生活保護業務
の現業及び指
導監査を行う
職にある者 

(2)保育所に勤務
する保育士 

社会福祉業務等の
現業に直接従事し
たとき 

6,632千円 

(1)日額 400円 
  半日 200円 
 
(2)日額 200円 
  半日 100円 

２行旅病死人等処
理手当 

(1)行旅病人の処
遇業務 
(2)行旅死人等の
処理業務 

行旅病死人等の処
理業務に従事した
とき 

0円 
(1)１件につき 2,000円 
(2)１件につき 10,000円 

３保健業務手当 

(1)保健師が訪問指導の業務に従事し
たとき 

(2)看護師が訪問診療の業務に従事し
たとき 

18千円 
(1)日額 200円 
(2)半日 100円 

４感染症防疫手当 
感染症患者の収容又は消毒の業務に従
事したとき 

0円 
１件につき 1,000円 
１日につき 2,000円 

５葬祭業務手当 

葬祭業務に直接従事したとき 
(1)死体の外部からの引取り又は搬送
の作業等に従事したとき 

(2)その他の葬祭業務に従事したとき 

0円 
(1)１件につき 1,200円 
 
(2)１件につき 600円 



12/22 

６清掃作業手当 

１ごみ又はし尿の処理作業に直接従事
したとき 
(1)路上におけるごみの収集又はごみ
の処理の業務に従事したとき 

(2)くみ取り又は浄化槽の清掃の業務
に従事したとき 

２前項に定める作業に従事した場合に
おいて、次に定める者には、前項の
金額に替えて次の手当を支給する。 

（1） 監督員 
（2） 清掃指導員又は班長 
（3） 副班長 
（4） 浄化槽管理業務に従事する者

のうち必要な資格を有する者 
３犬、猫等のへい死体処理作業に直接
従事したとき 

15,849千円 

１ 
（1） 日額 1,250円 

半日 630円 
（2） 日額 1,250円 

半日 630円 
２ 
（1） 日額 1,430円 

半日 720円 
（2） 日額 1,370円 

半日 690円 
（3） 日額 1,310円 

半日 660円 
（4） 日額 1,380円 

半日 690円 
３ １件につき 500円 

７汚物処理手当 

１汚水のある下水道施設の内部で作業
に従事したとき 

(1)午前及び午後に各 1 回以上従事し
たとき 
(2)午前又は午後に１回以上従事した
とき 

2千円 
(1)１日につき 1,000円 
(2)１日につき 500円 

８消防業務手当 

１ 水火災等の出動に従事したとき。 
２ 救急出動の業務に従事したとき。 
(1) 救急救命士 
(2) 上記以外 
３ 非番の者が招集されたとき。 
４ 夜間に特殊業務に従事したとき。 
(1) 2時間以上 
(2) 2時間未満 

2,450千円 

１ 1回につき 100円 
２  
(1)1回につき 130円 

 (2)1回につき 100円 
３ 1回につき 200円 
４  
(1)1回につき 150円 

 (2)1回につき 100円 

９現場作業手当 
高所作業又は交通頻繁な車道上作業に
従事したとき 

0円 
日額 300円 
半日 150円 

10徴収業務手当 
外勤し、かつ、税の賦課徴収業務又は
下水道受益者負担金、市営住宅使用料
等の徴収業務に従事したとき 

105千円 
日額 400円 
半日 200円 

11航路手当 航路を利用し通勤する者 1,122千円 1日につき 400円 

12担当長手当 担当長の職にある者 13,500千円 月額 10,000円 

 

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（平成29年度決算）               274,900千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成2９年度決算）                 343千円 

支給実績（平成28年度決算）               278,535千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成2８年度決算）                 354千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成○年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支

給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 
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(6) その他の手当（平成 29 年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成29年度決算） 

支給職員１人

当たり 

平均支給年額 

（平成29年度決算） 

扶養 

手当 

・配偶者 11,500円 

・子 8,000円 

・配偶者と子以外の扶養親族 6,500円 

・配偶者がない場合１人目の子 10,000円 

・配偶者がない場合１人目の子以外の扶養親族 9,000円 

・満15歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 各5,000円 

異 

配偶者 

＋1,500円 

 

85,832千円 235千円 

住居 

手当 

・借家 （月額12,000円を超える家賃を支払う職員） 

 家賃月額 23,000円以下⇒家賃月額－12,000円 

 家賃月額 23,000円超⇒（家賃月額－23,000円）×1/2＋ 

           11,000円 （最高限度額 27,000円） 

同 － 45,005千円 291千円 

通勤 

手当 

・交通機関利用 運賃相当額（最高限度額55,000円） 

・自動車等を使用 

片道 2～5km未満  2,700円 5～10kｍ未満  5,500円 

10～15 〃  8,300円 15～20 〃   11,100円 

20～25 〃  13,900円 25～30 〃   16,700円 

30～35 〃  19,500円 35～40 〃   22,300円 

40～45 〃  25,100円 45～50 〃   27,900円 

50km以上   30,700円 

異 

自動車 

各距離に応じ 

＋700円～ 

 ＋8,000円 

 

57,460千円 77千円 

管理職 

手当 

部長級 86,200円（8級）又は83,600円（7級） 

課長級 68,500（7級）円又は64,000円（6級） 

室長級 59,400（7級）又は55,500円（6級） 

副課長級 47,300円（6級）又は44,400円（5級）（定額制） 

異 支給金額 112,248千円 750千円 

宿日直 

手当 
勤務１回につき4,200円 同 － 88千円 － 

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区     分 給 料 月 額 等                     

給 

料 

  

市      長 

副  市  長 

 

971,000円 

765,000円 

（参考）類似団体における最高／最低額 

      1,070,000円／864,800円 

        879,000円／708,000円 

報 

酬 

議     長 

副  議  長 

議     員 

586,000円 

512,000円 

457,000円 

        660,000円／452,000円 

        620,000円／390,000円 

590,000円／370,000円 

期 

末 

手 

当 

市      長 

副  市  長 

 （平成29年度支給割合） 

                  3.30 月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

 （平成29年度支給割合） 

                  3.30 月分 

         

 退 

 職 

 手 

 当 

 

市      長 

副  市  長 

 （算定方式）     （1期の手当額）    （支給時期） 

971,000×5×在職年数     19,420,000円       退職した日から１月以内   

765,000×4×在職年数     12,240,000円       退職した日から１月以内  
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  (注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１ 
期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

６ 公営企業職員の状況 

 (1) 水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

    Ａ 

純損益又は実

質収支 

 

職員給与費 

 

      Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成28年度の総費用に

占める職員給与費比率 

平成 

29年度 

  千円 

2,445,534 

        千円 

212,011 

     千円 

276,875 

           ％ 

11.3 

                ％ 

9.9 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。 

区 分 

 

職員数 

     

Ａ 

給     与     費  一人当たり 

 給与費 

 B/A 

 

 

 

 

（参考） 

平成28年度平均 

一 人 当 た り 給 与 費       

給  料 職員手当    期末･勤勉手当    計 Ｂ 

平成 

29年度 

   人 

33 

    千円 

129,477 

    千円 

15,063 

    千円 

51,346 

    千円 

195,886 

       千円 

5,936 

       千円 

5,719 

     （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、平成 29年 4月 1日現在の人数である。 

     イ  特記事項 

           なし                                                                                                      

 

    ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢      基本給 平均月収額 

丸亀市 43.6 歳 333,963 円 494,667  円 

団体平均 44.4 歳 343,701 円 513,093 円 

事業者    

       （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。                                      

 

    ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

丸亀市（水道事業） 丸亀市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額 

（平成29年度）  1,440千円 

１人当たり平均支給額 

（平成29年度）  1,478千円 
（平成29年度支給割合） 
 期末手当      勤勉手当 
  2.60 月分     1.8 月分 
 （ 1.45 )月分  ( 0.85 )月分 

（平成29年度支給割合） 
 期末手当      勤勉手当 
  2.60 月分     1.8 月分 
 （ 1.45 )月分  ( 0.85 )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 
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       (注)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

   

    イ 退職手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

丸亀市（水道事業） 丸亀市（一般行政職） 
（支給率）      自己都合   勧奨・定年 
勤続 2 0年         20.445月分   25.55625月分 
勤続 2 5年         29.145月分    34.5825月分 
勤続 3 5年         41.325月分      49.59月分 
最 高 限 度 額   49.59月分      49.59月分 
その他の加算措置  
定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 
1人当たり平均支給額    18,295千円 

（支給率）      自己都合   勧奨・定年 
勤続 2 0年         20.445月分   25.55625月分 
勤続 2 5年         29.145月分    34.5825月分 
勤続 3 5年         41.325月分      49.59月分 
最 高 限 度 額   49.59月分      49.59月分 
その他の加算措置  
定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

      （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 29年度に退職した全職員（一般行 
政職を含む）に係る職員に支給された平均額である。 

 

    ウ 地域手当 

        （平成 28 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（平成 29 年度決算） 0 

支給職員一人当たりの平均支給年額（平成 28 年度決算） 0 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

高松市 6％ 0 人 6％ 

 

   エ 特殊勤務手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（平成29年度決算）       620千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）                              103千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度） 18.2 ％ 

手当の種類（手当数） 6  

手当の名称 主な支給対象 
支給実績 

平成29年度決算 
左記職員に対する支給単価 

1企業手当 

能率向上のため、企業性の発揮

を必要とする業務に従事した職

員（管理職員除く） 

0円 
月額 給料月額に 100 分

の 2を乗じて得た額 

2停水処分手当 給水の停止処分に従事したとき 0円 １件につき 200円 

3危険作業手当 
高所作業又は交通頻繁な車道上

作業に従事したとき 

20千円 

日額 300円 

半日 150円 

 

次亜塩素酸ナトリウム又はオゾ

ンの漏えい時に事故処理作業に

従事したとき 

30分未満 250円 

30分以上 500円 

 
劇物又は有害ガス発生物質を使

用した水質検査 

日額 300円 

半日 150円 

4変則勤務手当 
浄水場の交替勤務する職員が祝

日に勤務したとき 
0円 １回 800円 

5徴収手当 

外勤し、水道料金等の徴収業務

及び検針困難箇所の再検針業務

に従事したとき 

0円 １件につき 70円 

6担当長手当 担当長の職にある者 600千円 月額 10,000円 

  （注）企業手当については、平成 19年度より支給を停止している。 
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   オ 時間外勤務手当                                                          

支給実績（平成 29 年度決算） 3,392千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 197千円 

支給実績（平成 28 年度決算） 4,319千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 237千円 

（注） 時間外・夜間勤務手当を合計した金額である。 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成○年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支

給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

 

    カ その他の手当（平成 29 年 4 月 1 日現在）                                                

手当名 内容及び支給単価 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職の制度

と異なる内容 

支給実績 

（平成 29年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（平成29年度決算） 
扶養 

手当 
一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 2,772千円 185千円 

住居 

手当 
一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 2,109千円 305千円 

通勤 

手当 
一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 2,070千円 74千円 

管理職 

手当 

一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 4,100千円 683千円 

宿日直 

手当 

一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 0円 0円 

 

 (2) ボートレース事業 

① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

    Ａ 

純損益又は実

質収支 

 

職員給与費 

 

      Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

平成 

29年度 

  千円 

80,561,776 

        千円 

25,527,474 

     千円 

229,649 

           ％ 

0.3 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。 

区 分 

 

職員数 

     

Ａ 

給     与     費  一人当たり 

 給与費 

 B/A 

給  料 職員手当    期末･勤勉手当    計 

 Ｂ 

平成 

29年度 

   人 

30 

    千円 

115,921 

    千円 

27,796 

    千円 

44,283 

    千円 

188,000 

       千円 

6,267 

     （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、平成 29年 4月 1日現在の人数である。 

     イ  特記事項 なし 
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② 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

丸亀市（ボートレース事業） 丸亀市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額 

（平成29年度）  1,556千円 

１人当たり平均支給額 

（平成29年度）  1,478千円 
（平成29年度支給割合） 
 期末手当      勤勉手当 
  2.60 月分     1.8 月分 
 （ 1.45 )月分  ( 0.85 )月分 

（平成28年度支給割合） 
 期末手当      勤勉手当 
  2.60 月分     1.8 月分 
 （ 1.45 )月分  ( 0.85 )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

       (注)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

   

    イ 退職手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

丸亀市（ボートレース事業） 丸亀市（一般行政職） 
（支給率）      自己都合   勧奨・定年 
勤続 2 0年         20.445月分   25.55625月分 
勤続 2 5年         29.145月分    34.5825月分 
勤続 3 5年         41.325月分      49.59月分 
最 高 限 度 額   49.59月分      49.59月分 
その他の加算措置  
定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 
1人当たり平均支給額    18,295千円 

（支給率）      自己都合   勧奨・定年 
勤続 2 0年         20.445月分   25.55625月分 
勤続 2 5年         29.145月分    34.5825月分 
勤続 3 5年         41.325月分      49.59月分 
最 高 限 度 額   49.59月分      49.59月分 
その他の加算措置  
定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

      （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 29年度に退職した全職員（一般行 
政職を含む）に係る職員に支給された平均額である。 

 

    ウ 地域手当                           （平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（平成 29 年度決算） 0 

支給職員一人当たりの平均支給年額（平成 29 年度決算） 0 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

高松市 6％ 0 人 6％ 

 

   エ 特殊勤務手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（平成29年度決算）       10,280千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）                             315千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度） 100 ％ 

手当の種類（手当数） 2  

手当の名称 主な支給対象 
支給実績 

平成 29年度決算 
左記職員に対する支給単価 

１モーターボート競
走事業開催手当 

モーターボート競走が行われる日及
び場間場外発売日に業務に従事した
とき。 

9,820千円  

１ 1月 4日から 12月 28日までの間
において業務に従事したとき。 

 
日額 1,500円 
半日  750円 

２ 12月 29日から 12月 31日までの
間において業務に従事したとき。 

 
日額 4,000円 
半日 2,000円 

３ 1 月 1 日から 1 月 3 日までの間
において業務に従事したとき。 

 
日額 6,000円 
半日 3,000円 
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２担当長手当 担当長の職にある者 460千円 月額 10,000円 

 

   オ 時間外勤務手当                                                          

支給実績（平成 29 年度決算） 5,187千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 352千円 

支給実績（平成 28 年度決算） 3,473千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 245千円 

（注） 時間外・夜間勤務手当を合計した金額である。 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成○年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支

給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

    カ その他の手当（平成 29 年 4 月 1 日現在）                                                

手当名 内容及び支給単価 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職の制度

と異なる内容 

支給実績 

（平成 29年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（平成29年度決算） 
扶養 

手当 
一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 4,372千円 291千円 

住居 

手当 
一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 1,218千円 305千円 

通勤 

手当 
一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 2,152千円 80千円 

管理職 

手当 

一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 4,748千円 678千円 

宿日直 

手当 

一般行政職の 

制度と同じ 
同 同 0円 0円 

 

 Ⅳ 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること   

   職員（技能労務職員及び企業職員を除く。）の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共

団体の職員との間に権衡を失しないよう考慮して条例で定められています（地方公務員法第 24条第

4 項、第 5項）。 

１ 勤務時間   （平成 29年 4月 1 日現在） 

区  分 時  間  等 

開 始 時 刻 午前８時３０分 

終 了 時 刻 午後５時１５分 

休 憩 時 間 ６０分（午後１２時～午後１時） 

週 休 日 土曜日、日曜日 

１ 週 間 の 
正規の勤務時間 

３８時間４５分 

  公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員を除く。 
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２ その他の勤務条件 

（１）休暇       （平成 29年 4月 1 日現在） 

休暇の種類 事 由 期 間 給料 

年次有給休暇 一の年ごとにおける休暇 年 20 日 
有給 

年次休暇 1 人当たりの平均取得状況（平成 28年）  9日 1時間 

病気休暇 
負傷又は疾病のため療養する必要が
ある場合 

公務上の傷病の場合 やむを得
ないと認められる必要最小限度
の期間 有給 
私傷病の場合 ９０日 

病気休暇 取得人数（平成 29 年）  83人 

特別休暇 
(期間省略) 

選挙権等の行使、裁判員・証人・参考人等として出頭、骨髄移植、結婚
休暇、産前休暇、産後休暇、育児時間、出産補助休暇、出産前後の夫の
育児参加、家族の看護休暇、短期の介護休暇、忌引き、追悼、夏季休暇、
災害等により住居が損壊した場合等の復旧、災害等により交通機関の事
故等により出勤が困難、災害等により退勤途上の危険回避、生理休暇、
保健指導・健康診査休暇 

有給 

介護休暇 

配偶者、父母、子、配偶者の父母その
他の者で負傷、疾病又は老齢により、
2 週間以上にわたり日常生活を営むの
に支障があるものの介護をする場合 

６月の期間内で必要と認められ
る期間 

無給 

 

 Ⅴ 職員の休業に関すること  

休業制度      （平成 29年 4月 1 日現在） 

種  類 事  由 期  間 給料 

育 児 休 業 

３歳に満たない子
を養育する職員 

子が３歳に達する日までのうち職員が希望する期
間 

無給 

部 分 休 業 
１日を通じて２時間を超えない範囲内で、職員の
託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間 

無給 

  新たに育児休業を取得した職員（平成 29 年） 男性 1人 女性 21 人 

 

 Ⅵ 職員の分限及び懲戒処分に関すること  

  分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対しなされる処分であり、制裁的意味合いはありま

せん。任命権者が職員をその意に反して降任し、又は免職することのできるのは、①人事評価又は勤

務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合、②心身の故障のため職務遂行に支障があ

り、又はこれに堪えない場合、③その他その職に必要な適格性を欠く場合等であり、また、休職にす

ることができるのは、①心身の故障のため、長期の休養を要する場合、②刑事事件に関し起訴された

場合等とされています（地方公務員法第 28条）。 

  一方、懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、職員の一定の義務違反に対

する道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とする制裁的処分です。任命

権者は、職員が、①地方公務員法又はこれに基づく条例若しくは規則等に違反した場合、②職務上の

義務に違反し、又は職務を怠った場合、③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のい

ずれか１つに該当するときは、懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる

とされています（同法第 29 条）。 
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１ 分限処分の状況       （平成 29年度） 

内 容 人数 事案の概要 

休職 8 人 心身の故障のため 

（注） 休職処分者数は、当該年度前に処分を受け、当該年度に引き続き休職状態にある者を含む。 

 

２ 懲戒処分の状況       （平成 29年度） 

内 容 人数 概   要 

該当なし 

 

 

 Ⅶ 職員の服務に関すること   

営利企業等従事許可の状況     （平成 28年度） 

内容 件数 

商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的と
する会社その他の団体の役員等の地位を兼ねることの許可 

0 件 

自ら営利企業を営むことの許可 1 件 

報酬を得て事業又は事務に従事することの許可 7 件 

 

 

 Ⅷ 職員の退職管理に関すること   

   退職後に営利企業等に再就職した者は、離職前 5 年間に在職した執行機関の組織の職員に対し、

離職前 5 年間の職務に属する契約や処分（再就職先及びその子法人に対するものに限る。）に関して、

離職後 2 年間働きかけが禁止されています。なお、離職前 5 年より前に課長級以上の職に就いてい

た者は、その職の職務に属する契約や処分に関しても離職後 2 年間、また、在職中に再就職先及び

その子法人に対して自ら決定した契約・処分に関しては期間の定めなく働きかけが禁止されていま

す（地方公務員法第 38条の 2第 1 項、第 4項、第 5項、第 8 項）。 

 （参考）平成 30年度内容（平成 29年度退職者分） 

退職者数 うち再就職者数 

（再任用職員） 

44人 16人 

 

 Ⅸ 職員の研修に関すること   

１ 職員の研修                  （平成 29年度） 

区  分 修了者数（延べ人数） 

一 般 研 修 

一般研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能、

態度その他基礎的教養を一般的に修得させることを目的として、職務

の複雑さと責任の度合い（階層別）に応じて行う研修です。（階層別

研修など） 

229人 
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特 別 研 修  

特別研修とは、職員が現についている職務に密接な関係がある知識又

は技能を専門的に修得させることを目的として行う専門研修及び職

員の一般的な教養を高めることを目的として行う教養研修です。（海

外研修、人権教育研修など） 

1,866 人 

派 遣 研 修 

派遣研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識又は技能

を修得させることを目的として、職員に国若しくは他の地方公共団体

又は学校その他の教育機関に派遣して行う研修です。（海外研修・市

町村アカデミー・国際文化研修所・自治大学校などへの派遣や香川県

人材育成センターでの能力開発研修） 

218人 

 H23 年度より、研修の区分を変更しました。 

 

 

 Ⅹ 職員の福祉及び利益の保護に関すること   

１ 福利厚生制度 

福利厚生の状況        （平成 29年 4月 1日現在） 

区分 内容 

職員の保健等

に関すること 
定期健康診断の実施、職員の保健指導など 

共済組合 

◎短期給付＝公務外の病気やケガの治療、出産、死亡、休業、災害時の給付 

○保健給付＝療養給付、入院時食事療養費、療養費、高額療養費など  

○休業給付＝傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金など  

○災害給付＝弔慰金、災害見舞金、家族弔慰金 

◎長期給付＝老後の経済生活を支援するための給付 

○退職共済年金＝組合員期間が１カ月以上ある場合、一定条件を満たすこ

とにより 65 歳から支給（65 歳未満で受給できる特例あり） 

 ○障害共済年金・一時金＝組合員が在職中に病気やケガで障害の状態に

なったときに支給 

○遺族共済年金＝組合員または組合員であった者が死亡したとき遺族に

支給 

◎福祉事業＝保健、宿泊、貯金、貸付などの各事業 

○保健事業＝健康診断助成、保養宿泊施設利用助成など 

○宿泊事業＝共済組合宿泊施設の経営 

○貯金事業＝普通貯金の受入れ 

○貸付事業＝普通貸付、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学・修学貸付

など 

互助会 人間ドック等助成金、入学祝金、結婚祝金、交通災害見舞金など 

共済会 サークル活動補助、チケット購入補助など 
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２ 公務災害補償 

公務災害等の認定状況       （平成 29年度） 

公務災害 通勤災害 計 

9 件 4 件 13 件 

 

 ⅩⅠ 公平委員会の業務に関すること   

   職員は、公平委員会に対して、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置が執られ 

  るよう要求することや（地方公務員法第 46条）、懲戒その他意に反する不利益な処分を受けたと 

思うときは審査請求をすることができます（同法第 49 条の 2第 1 項）。 

 

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況 

2 8 年 度 末 

継 続 件 数 

2 9 年 度 内 

要 求 件 数 

2 9 年 度 内 

処 理 件 数 

2 9 年 度 末 

継 続 件 数 

０件 ０件 ０件 ０件 

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況 

2 8 年 度 末 

継 続 件 数 

2 9 年 度 内 

申 立 件 数 

2 9 年 度 内 

処 理 件 数 

2 9 年 度 末 

継 続 件 数 

０件 ０件 ０件 ０件 

 

 


